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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉗子口を有する内視鏡と、
　前記鉗子口から突出可能な、規則的な繰り返しパターンの光を照射する光照射手段と、
　前記光照射手段から光を照射した状態で前記内視鏡が撮像した画像である測定用画像か
ら、前記光照射手段が照射した光の繰り返しパターンとは繰り返しパターンが異なってい
る領域を検出して、前記繰り返しパターンが異なっている領域における繰り返しパターン
の数および前記繰り返しパターンにおける繰り返し単位の大きさを用いて、病変部の長さ
および面積の少なくとも一方を算出する画像解析手段と、
　前記測定用画像を撮像した際における、前記光照射手段と被検体との距離を検出する距
離検出手段と、を有し、
　前記光照射手段が拡散光を照射するものであり、
　前記画像解析手段は、前記距離検出手段が検出した前記光照射手段と被検体との距離、
および、前記拡散光の広がり角を用いて、前記被検体上における前記繰り返しパターンに
おける繰り返し単位の大きさを検出することを特徴とする内視鏡診断装置。
【請求項２】
　前記距離検出手段は、前記測定用画像における光照射手段の位置と、前記光照射手段を
被検体に当接した状態で撮像した画像における光照射手段の位置とから、前記測定用画像
を撮像した際における前記光照射手段と被検体との距離を検出する請求項１に記載の内視
鏡診断装置。
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【請求項３】
　前記距離検出手段は、前記光照射手段からの照射光の光量の変化から、前記光照射手段
が被検体に当接されたことを検出する請求項２に記載の内視鏡診断装置。
【請求項４】
　前記光照射手段が照射する光の規則的な繰り返しパターンが、ストライプ状もしくは格
子状である請求項１～３のいずれか１項に記載の内視鏡診断装置。
【請求項５】
　拡散光を照射する光照射手段からの光による規則的な繰り返しパターンを照射して被検
体を撮像した測定用画像から、前記照射した光の繰り返しパターンとは繰り返しパターン
が異なっている領域を検出するステップ、
　前記測定用画像を撮像した際における、前記光照射手段と被検体との距離を検出するス
テップ、
　前記繰り返しパターンが異なっている領域における繰り返しパターンの数を計数するス
テップ、
　前記測定用画像を撮像した際における前記光照射手段と被検体との距離、および、前記
拡散光の広がり角を用いて、前記被検体上における、前記繰り返しパターンにおける繰り
返し単位の大きさを検出するステップ、ならびに、
　前記繰り返しパターンが異なっている領域における繰り返しパターンの数と、前記繰り
返しパターンにおける繰り返し単位の大きさとから、病変部の長さおよび面積の少なくと
も一方を算出するステップ、をコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項６】
　拡散光を照射する光照射手段からの光による規則的な繰り返しパターンを照射して被検
体を撮像した測定用画像から、前記照射した光の繰り返しパターンとは繰り返しパターン
が異なっている領域を検出するステップ、
　前記測定用画像を撮像した際における、前記光照射手段と被検体との距離を検出するス
テップ、
　前記繰り返しパターンが異なっている領域における繰り返しパターンの数を計数するス
テップ、
　前記測定用画像を撮像した際における、前記光照射手段と被検体との距離、および、前
記拡散光の広がり角を用いて、前記被検体上における、前記繰り返しパターンにおける繰
り返し単位の大きさを検出するステップ、ならびに、
　前記繰り返しパターンが異なっている領域における繰り返しパターンの数と、前記繰り
返しパターンにおける繰り返し単位の大きさとから、病変部の長さおよび面積の少なくと
も一方を算出するステップ、をコンピュータに実行させるプログラムが記録されたコンピ
ュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡を用いた病変部のサイズ測定に関する。詳しくは、内視鏡によって容
易に病変部のサイズ測定を行うことを可能にする内視鏡診断装置および病変部のサイズ測
定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　被検体内を観察するために、内視鏡診断装置が用いられている。被検体内の観察を行う
場合、内視鏡の挿入部が被検体の体腔内に挿入されて、その先端部から、例えば、観察光
として白色光が被検体（被観察領域）に照射され、その反射光を受光して内視鏡画像が撮
像される。撮像された内視鏡画像は表示部に表示され、内視鏡診断装置の操作者により、
内視鏡画像の観察が行われる。
【０００３】
　近年では、被検体内で撮像された内視鏡画像を見て、腫瘍等の病変部の有無を確認する
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だけでなく、あるサイズ（大きさ）を超える腫瘍は切除し、それ以下のサイズの腫瘍は温
存して様子を見るなどの目的から、病変部のサイズを測定したいという要求がある。
【０００４】
　病変部のサイズを測定するために、スケール付きプローブ等の処置具を利用する方法が
知られている。この方法では、内視鏡の鉗子口の入口からスケール付きプローブを挿入し
て先端部の鉗子口の出口から突出させる。スケール付きプローブの先端部は、柔軟性を有
し、かつ、サイズを測定するための目盛りが刻まれている。このような柔軟性のある先端
部を被検体に押し当てて折り曲げ、先端部に刻まれた目盛りを読み取ることにより、被検
体の病変部のサイズを測定する。
【０００５】
　しかし、この方法では、病変部のサイズを測定するためだけに、スケール付きプローブ
を内視鏡の鉗子口に挿入する必要があるため、その操作に時間がかかるだけでなく、作業
が繁雑で面倒であった。また、スケール付きプローブの先端部を被検体に押し当てて折り
曲げて測定するため、測定精度が低く、部位によっては、先端部を被検体に押し当てるこ
とが難しいなど、測定しづらい場合があった。
【０００６】
　また、内視鏡を用いた病変部のサイズの測定方法は、各種の方法が提案されている。
　例えば、特許文献１には、内視鏡の挿入部の先端部の２つ開口から病変部に水流を噴射
し、２つの水流間の距離が２つの開口間の距離と等しいことから、病変部が処置基準値以
上であるか否かを判定することが記載されている。
　また、特許文献２には、測定点を設定するためのアーム部を有する処置具を用いて、病
変部の周囲に複数の測定点を設定し、測定点の座標情報に基づき、演算により病変部の大
きさを求めることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１１－１８３０００号公報
【特許文献２】特開２００８－２４５８３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１の内視鏡診断装置では、挿入部の先端部から２つの水流を出力する２つの開
口を備える専用の内視鏡が必要であり、この内視鏡でなければ病変部のサイズを測定する
ことができないという問題がある。
　また、特許文献２の内視鏡診断装置では、病変部のサイズを測定するために、ロボット
アームが必要であり、さらに、煩雑なロボットアームを操作して病変部の周囲に複数の測
定点を設定しなければならないという問題がある。
【０００９】
　本発明の目的は、このような従来技術の問題点を解消することにあり、内視鏡を用いて
容易に腫瘍等の病変部のサイズを測定できる、内視鏡診断装置および病変部のサイズ測定
方法、この病変部のサイズ測定方法を実施するプログラムおよびプログラムが記録された
記録媒体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　このような目的を達成するために、本発明の内視鏡診断装置は、鉗子口を有する内視鏡
と、
　鉗子口から突出可能な、規則的な繰り返しパターンの光を照射する光照射手段と、
　光照射手段から光を照射した状態で内視鏡が撮像した画像である測定用画像から、光照
射手段が照射した光の繰り返しパターンとは繰り返しパターンが異なっている領域を検出
して、繰り返しパターンが異なっている領域における繰り返しパターンの数および繰り返
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しパターンにおける繰り返し単位の大きさを用いて、病変部の長さおよび面積の少なくと
も一方を算出する画像解析手段とを有することを特徴とする内視鏡診断装置を提供する。
【００１１】
　このような内視鏡診断装置において、光照射手段が平行光を照射するのが好ましい。
　また、光照射手段が拡散光を照射するものであり、さらに、測定用画像を撮像した際に
おける、光照射手段と被検体との距離を検出する距離検出手段を有し、画像解析手段は、
記距離検出手段が検出した光照射手段と被検体との距離、および、拡散光の広がり角を用
いて、被検体上における繰り返しパターンにおける繰り返し単位の大きさを検出するのは
好ましい。
　また、距離検出手段は、測定用画像における光照射手段の位置と、光照射手段を被検体
に当接した状態で撮像した画像における光照射手段の位置とから、測定用画像を撮像した
際における光照射手段と被検体との距離を検出するのが好ましい。
　また、距離検出手段は、光照射手段からの照射光の光量の変化から、光照射手段が被検
体に当接されたことを検出するのが好ましい。
　さらに、光照射手段が照射する光の規則的な繰り返しパターンが、ストライプ状もしく
は格子状であるのが好ましい。
【００１２】
　また、本発明の病変部のサイズ測定方法は、鉗子口を有する内視鏡を用い、鉗子口から
突出された規則的な繰り返しパターンの光を照射する光照射手段によって、繰り返しパタ
ーンの光を被検体に照射して、被検体を撮像し、
　被検体を撮像した画像において、被検体に照射した光の繰り返しパターンとは繰り返し
パターンが異なっている領域を検出し、
　繰り返しパターンが異なっている領域における繰り返しパターンの数と繰り返しパター
ンにおける繰り返し単位の大きさとから、病変部の長さおよび面積の少なくとも一方を算
出することを特徴とする病変部のサイズ検出方法を提供する。
【００１３】
　このような本発明の病変部のサイズ測定方法において、光照射手段が平行光を照射する
のが好ましい。
　また、光照射手段が照射する光が拡散光であり、繰り返しパターンの光を照射して被検
体を撮像した際における光照射手段と被検体との距離、および、拡散光の広がり角に基づ
いて、被検体上における繰り返しパターンの繰り返し単位の大きさを検出するのが好まし
い。
　また、繰り返しパターンの光を照射して被検体を撮像した画像における光照射手段の位
置と、光照射手段が被検体に当接された状態で撮像した画像における照射手段の位置とか
ら、光照射手段と被検体との距離を検出するのが好ましい。
　また、光照射手段からの照射光の光量の変化から、光照射手段が被検体に当接されたこ
とを知見するのが好ましい。
　さらに、繰り返しパターンがストライプ状もしくは格子状であるのが好ましい。
【００１４】
　また、本発明のプログラムは、規則的な繰り返しパターンを照射して被検体を撮像した
画像から、照射した光の繰り返しパターンとは繰り返しパターンが異なっている領域を検
出するステップ、
　繰り返しパターンが異なっている領域における繰り返しパターンの数を係数するステッ
プ、および、
　繰り返しパターンが異なっている領域における繰り返しパターンの数と、り返しパター
ンにおける繰り返し単位の大きさとから、病変部の長さおよび面積の少なくとも一方を算
出するステップ、をコンピュータに実行させるプログラムを提供する。
【００１５】
　さらに、本発明の記録媒体は、規則的な繰り返しパターンを照射して被検体を撮像した
画像から、照射した光の繰り返しパターンとは繰り返しパターンが異なっている領域を検



(5) JP 6442344 B2 2018.12.19

10

20

30

40

50

出するステップ、
　繰り返しパターンが異なっている領域における繰り返しパターンの数を計数するステッ
プ、および、
　繰り返しパターンが異なっている領域における繰り返しパターンの数と、繰り返しパタ
ーンにおける繰り返し単位の大きさとから、病変部の長さおよび面積の少なくとも一方を
算出するステップ、をコンピュータに実行させるプログラムが記録されたコンピュータ読
み取り可能な記録媒体を提供する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、内視鏡を用いて、腫瘍等の病変部のサイズを容易に測定することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の内視鏡診断装置の一例を示す概念図である。
【図２】図１に示す内視鏡診断装置の内部構成を表すブロック図である。
【図３】内視鏡の先端部の構成を表す概念図である。
【図４】青色レーザ光源からの青色レーザ光及び青色レーザ光が蛍光体により波長変換さ
れた発光スペクトルを示すグラフである。
【図５】（Ａ）および（Ｂ）は、本発明の病変部のサイズ測定方法を説明するための概念
図である。
【図６】（Ａ）および（Ｂ）は、本発明の病変部のサイズ測定方法を説明するための概念
図である。
【図７】（Ａ）および（Ｂ）は、本発明の病変部のサイズ測定方法を説明するための概念
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の内視鏡診断装置、病変部のサイズ測定方法、プログラムおよび記録媒体
について、添付の図面に示される好適実施例を基に、詳細に説明する。
【００１９】
　図１に、本発明の病変部のサイズ測定方法を実施する、本発明の内視鏡診断装置の一例
を概念的に示す。また、図２に、図１に示す内視鏡診断装置の内部構成をブロック図で示
す。
　図１および図２に示されるように、内視鏡診断装置１０は、光源装置１２と、光源装置
１２から供給された観察光によって被検体（被観察領域）の内視鏡画像を撮像する内視鏡
１４と、内視鏡１４で撮像された内視鏡画像を画像処理するプロセッサ装置１６と、プロ
セッサ装置１６から出力される画像処理後の内視鏡画像を表示する表示装置１８と、入力
操作を受け付ける入力装置２０とによって構成されている。
　また、図１および図２には示していないが、内視鏡診断装置１０は、後述する鉗子孔３
０ａから挿入され、鉗子チャンネル５０を挿通して、鉗子口７４から突出されて、被検体
にストライプ状や格子状等の規則的な繰り返しパターンの光を照射する、光照射プローブ
６０を有する。
【００２０】
　図２に示すように、光源装置１２は、光源制御部２２と、レーザ光源ＬＤと、分波器２
６とによって構成されている。
【００２１】
　図示例の光源装置１２においては、レーザ光源ＬＤから、中心波長が４４５ｎｍである
、青色の一定の波長範囲（例えば、中心波長±１０ｎｍ）の狭帯域光が発せられる。レー
ザ光源ＬＤは、照明光として、後述する蛍光体から白色光（疑似白色光）を発生させるた
めの励起光を発する光源であって、後述するプロセッサ装置１６の制御部６８によって制
御される光源制御部２２によりオンオフ（点灯消灯）制御および光量制御が行われる。
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【００２２】
　レーザ光源ＬＤとしては、ブロードエリア型のＩｎＧａＮ系レーザダイオードが利用で
き、また、ＩｎＧａＮＡｓ系レーザダイオードやＧａＮＡｓ系レーザダイオード等を用い
ることもできる。
【００２３】
　なお、白色光を発生するための白色光光源は、励起光および蛍光体の組合せに限定され
ず、白色光を発するものであればよく、例えば、キセノンランプ、ハロゲンランプ、白色
ＬＥＤ（発光ダイオード）などを利用することもできる。また、レーザ光源ＬＤから発せ
られるレーザ光の波長は上記例に限定されず、同様の役割を果たす波長のレーザ光を適宜
選択することができる。
【００２４】
　レーザ光源ＬＤから発せられるレーザ光は、集光レンズ（図示省略）を介して光ファイ
バに入射され、分波器２６によって２系統の光に分波されてコネクタ部３２Ａに伝送され
る。分波器２６は、ハーフミラー、反射ミラー等によって構成される。
【００２５】
　内視鏡１４は、被検体内に挿入される挿入部の先端面から２系統（２灯）の照明光を出
射する照明光学系と、被検体の内視鏡画像を撮像する１系統（１眼）の撮像光学系とを有
する、電子内視鏡である。
　内視鏡１４は、挿入部２８と、挿入部２８の先端の湾曲操作や観察のための操作を行う
操作部３０と、内視鏡１４と光源装置とを着脱自在に接続するコネクタ部３２Ａと、内視
鏡１４とプロセッサ装置１６とを着脱自在に接続するコネクタ部３２Ｂとを備えている。
　コネクタ部３２Ａの図１の裏面側には、内視鏡１４と送水源とを接続する送水コネクタ
、および、内視鏡１４と送気源とを接続する送気コネクタが設けられる。
　内視鏡１４は、後述する病変部のサイズ測定に対応する以外は、基本的に、公知の電子
内視鏡である。
【００２６】
　挿入部２８は、可撓性を持つ軟性部３４と、湾曲部３６と、内視鏡先端部３８とから構
成されている。
【００２７】
　湾曲部３６は、軟性部３４と内視鏡先端部３８との間に設けられ、操作部３０に配置さ
れたアングルノブ４０の回動操作により湾曲自在に構成されている。この湾曲部３６は、
内視鏡１４が使用される被検体の部位等に応じて、任意の方向、任意の角度に湾曲でき、
内視鏡先端部３８を、所望の観察部位に向けることができる。
【００２８】
　図３に示すように、挿入部２８（内視鏡先端部３８）の先端面である内視鏡先端面４６
には、被検体に光を照射する２系統の照明窓４２Ａ、４２Ｂ、被検体からの反射光を撮像
する１系統の観察窓４４、鉗子口７４、送気・送水口７６等が配置されている。
【００２９】
　観察窓４４、鉗子口７４、送気・送水口７６は、内視鏡先端面４６の中央部に配置され
ている。照明窓４２Ａ、４２Ｂは、観察窓４４を挟んでその両脇側に配置されている。
　鉗子口７４は、鉗子や後述する光照射プローブ６０等の処置具（プローブ）の出口とな
る開口である。処置具は、操作部３０に設けられた鉗子孔３０ａから挿入され、鉗子チャ
ンネル５０を挿通して、内視鏡先端面４６の鉗子口７４から突出して、処置に供される。
　送気・送水口７６は、水および空気を噴射して、観察窓４４を洗浄するものである。
【００３０】
　照明窓４２Ａの奥には、光ファイバ４８Ａが収納されている。光ファイバ４８Ａは、挿
入部２８の内視鏡先端部３８、湾曲部３６および軟性部３４、および、コネクタ部３２Ａ
を介して、光源装置１２に敷設されている。光ファイバ４８Ａの先端部（照明窓４２Ａ側
）の先には蛍光体５４Ａが配置され、さらに蛍光体５４Ａの先にレンズ５２Ａ等の光学系
が取り付けられている。同様に、照明窓４２Ｂの奥には、先端部に蛍光体５４Ｂおよびレ
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ンズ５２Ｂ等の光学系を有する光ファイバ４８Ｂが収納されている。
【００３１】
　蛍光体５４Ａ、５４Ｂは、レーザ光源ＬＤからの青色レーザ光の一部を吸収して緑色～
黄色に励起発光する複数種の蛍光物質（例えばＹＡＧ系蛍光物質、或いはＢＡＭ（ＢａＭ
ｇＡｌ10Ｏ17）等の蛍光物質）を含んで構成される。白色光観察用の励起光が蛍光体５４
Ａ、５４Ｂに照射されると、蛍光体５４Ａ、５４Ｂから発せられる緑色～黄色の励起発光
光（蛍光）と、蛍光体５４Ａ、５４Ｂにより吸収されず透過した青色レーザ光とが合わさ
れて、白色光（疑似白色光）が生成される。
【００３２】
　図４は、青色レーザ光源からの青色レーザ光及び青色レーザ光が蛍光体により波長変換
された発光スペクトルを示すグラフである。レーザ光源ＬＤから発せられる青色レーザ光
は、中心波長４４５ｎｍの輝線で表され、青色レーザ光による蛍光体５４Ａ、５４Ｂから
の励起発光光は、概ね４５０ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲で発光強度が増大する分光強度
分布となる。この励起発光光と青色レーザ光との合波光によって、上述した疑似白色光が
形成される。
【００３３】
　ここで、本発明でいう白色光とは、厳密に可視光の全ての波長成分を含むものに限らず
、例えば、上述した疑似白色光を始めとして、基準色であるＲ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青
）等、特定の波長帯の光を含むものであればよい。つまり、本発明のいう白色光には、例
えば、緑色から赤色にかけての波長成分を含む光や、青色から緑色にかけての波長成分を
含む光等も広義に含まれるものとする。
【００３４】
　照明窓４２Ａ側および照明窓４２Ｂ側の照明光学系は同等の構成および作用のものであ
って、照明窓４２Ａ、４２Ｂからは、基本的に同時に同等の照明光が照射される。なお、
照明窓４２Ａ、４２Ｂからそれぞれ異なる照明光を照射させることもできる。また、２系
統の照明光を出射する照明光学系を有することは必須ではなく、例えば、１系統や４系統
の照明光を出射する照明光学系でも同等の機能を実現することができる。
【００３５】
　観察窓４４の奥には、被検体の像光を取り込むための対物レンズユニット５６等の光学
系が取り付けられ、さらに対物レンズユニット５６の奥には、被検体の画像情報を取得す
るＣＣＤ(Charge Coupled Device）イメージセンサやＣＭＯＳ(Complementary Metal-Oxi
de Semiconductor）イメージセンサ等の撮像素子５８が取り付けられている。
【００３６】
　撮像素子５８は、対物レンズユニット５６からの光を撮像面（受光面）で受光し、受光
した光を光電変換して撮像信号（アナログ信号）を出力する。撮像素子５８の撮像面には
、可視光の約３７０～７２０ｎｍの波長範囲を３分割する分光透過率を有する、Ｒ色（約
５８０ｎｍ～７６０ｎｍ）、Ｇ色（約４５０ｎｍ～６３０ｎｍ）、Ｂ色（約３８０ｎｍ～
５１０ｎｍ）のカラーフィルタが設けられ、Ｒ画素、Ｇ画素、Ｂ画素の３色の画素を１組
として、複数組の画素がマトリクス状に配列されている。
【００３７】
　光源装置１２から光ファイバ４８Ａ、４８Ｂによって導光された光は、内視鏡先端部３
８から被検体に向けて照射される。そして、照明光が照射された被検体の被観察領域の様
子が対物レンズユニット５６により撮像素子５８の撮像面上に結像され、撮像素子５８に
より光電変換されて撮像される。撮像素子５８からは、撮像された被検体の内視鏡画像の
撮像信号（アナログ信号）が出力される。
【００３８】
　撮像素子５８から出力される内視鏡画像の撮像信号（アナログ信号）は、スコープケー
ブル６２を通じてＡ／Ｄ変換器６４に入力される。Ａ／Ｄ変換器６４は、撮像素子５８か
らの撮像信号（アナログ信号）を画像信号（デジタル信号）に変換する。変換後の画像信
号は、コネクタ部３２Ｂを介してプロセッサ装置１６の画像処理部７０に入力される。
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【００３９】
　プロセッサ装置１６は、制御部６８と、画像処理部７０と、記憶部７２と、距離検出部
７８と、画像解析部８０とを有する。また、制御部６８には、表示装置１８および入力装
置２０が接続されている。プロセッサ装置１６は、内視鏡１４の撮像スイッチや入力装置
２０から入力される指示に基づき、光源装置１２の光源制御部２２を制御するとともに、
内視鏡１４から入力される内視鏡画像の画像信号を画像処理し、画像処理後の内視鏡画像
を表示装置１８に出力する。
　プロセッサ装置１６は、例えば、コンピュータを利用して構成すればよい。
【００４０】
　画像処理部７０は、内視鏡１４から入力される内視鏡画像の画像信号に対してあらかじ
め設定された各種の画像処理を施し、画像処理後の内視鏡画像の画像信号を出力する。画
像処理後の内視鏡画像の画像信号は、制御部６８に送られる。
　また、後述する病変部のサイズ測定を行う場合には、画像処理部７０が生成した画像処
理後の内視鏡画像の画像信号は、距離検出部７８および画像解析部８０にも供給される。
　ここで、内視鏡１４は、超広角レンズを用いているので、レンズに起因して内視鏡画像
が歪む。そのため、画像処理部７０は、少なくとも病変部のサイズ測定を行う際には、内
視鏡画像に対してレンズの歪み補正行うのが好ましい。なお、レンズの歪み補正は、公知
の方法で行えばよい。
【００４１】
　距離検出部７８は、後述する病変部のサイズ測定を行う際に、光照射プローブ６０と被
検体との距離を測定するものである。
　後に詳述するが、本発明においては、規則的な繰り返しパターンの光を照射する光照射
プローブ６０を用い、光照射プローブ６０から被検体にストライプ状などの規則的なパタ
ーンの光を照射して、病変部のサイズを測定するための内視鏡画像である測定用画像を撮
像し、画像解析部８０において、この測定用画像を解析することにより、病変部のサイズ
を測定する。
　距離検出部７８は、光照射プローブ６０が規則的なパターンの光として拡散光を照射す
るものである場合に、測定用画像を撮像した際における光照射プローブ６０の先端と、被
検体との距離を測定する。
【００４２】
　画像解析部８０は、この測定用画像を解析して、病変部の長さおよび面積の少なくとも
一方を算出するものである。
　距離検出部７８および画像解析部８０に関しては、後に詳述する。
【００４３】
　制御部６８は、表示装置１８による表示、光源制御部２２の動作、画像処理部７０によ
る画像処理など、内視鏡診断装置１０の全体の制御を行うものである。また、制御部６８
は、内視鏡１４の撮像スイッチや入力装置２０からの指示に基づいて、光源装置１２の光
源制御部２２の動作を制御したり、例えば１枚（１フレーム）の内視鏡画像を単位として
記憶部７２に記憶するように制御したりする。
　入力装置２０は、キーボードやマウス等で構成される、公知の入力装置である。表示装
置も液晶ディスプレイ等で構成される、公知の表示装置（ディスプレイ）である。
【００４４】
　前述のように、本発明の内視鏡診断装置１０は、規則的な繰り返しパターンの光を照射
する光照射プローブ６０を有する。
　光照射プローブ６０は、内視鏡１４の鉗子孔３０ａから挿入され、鉗子チャンネル５０
を挿通して、先端部を内視鏡先端面４６の鉗子口７４から突出できる十分な長さを有する
長尺なもので、先端部からストライプ状などの規則的な繰り返しパターンの光を照射する
ものである。
【００４５】
　このような光照射プローブ６０は、光源、導線や光ファイバ等を挿通する可撓性を有す
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る長尺な管状体、規則的な繰り返しパターンの光を照射（投影）するためのフィルタ（マ
スク）等を用いた、各種の構成が利用可能である。
　一例として、可撓性を有する長尺な管状体と、管状体の一方の端部に設けられるレンズ
および繰り返しパターンの光を照射するためのフィルタ等と、管状体の他方の端部に設け
られる光源および光源をｏｎ／ｏｆｆするスイッチ等の電気系と、光源が照射した光を伝
播してフィルタに照射するための管状体の内部を挿通する光ファイバと、を有する構成が
例示される。
　また、可溶性を有する長尺な管状体の一方の端部に光源、繰り返しパターンの光を照射
するためのフィルタ、レンズ等の光学系を設け、管状体内には導線のみを挿通して、管状
体の光学系の逆側の端部にスイッチ等の電気系を設けた構成でもよい。
【００４６】
　以下、内視鏡診断装置１０の作用を説明することにより、本発明の内視鏡診断装置およ
び病変部のサイズ測定方法を詳細に説明する。
　本発明のプログラムは、以下の作用をコンピュータに実施させるプログラムであり、ま
た、本発明の記録媒体は、このプログラムが記録されたコンピュータが読み取り可能な記
録媒体である。
【００４７】
　まず、内視鏡画像を撮像する場合の動作を説明する。
　通常の内視鏡画像の撮像時には、光源制御部２２の制御により、レーザ光源ＬＤが予め
設定された一定の発光量で点灯される。レーザ光源ＬＤから発せられる中心波長４４５ｎ
ｍのレーザ光が蛍光体５４Ａ、５４Ｂに照射され、蛍光体５４Ａ、５４Ｂから白色光が発
せられる。蛍光体５４Ａ、５４Ｂから発せられる白色光は被検体に照射され、その反射光
が撮像素子５８で受光されて被検体の内視鏡画像が撮像される。
【００４８】
　撮像素子５８から出力される内視鏡画像の撮像信号（アナログ信号）は、Ａ／Ｄ変換器
６４により画像信号（デジタル信号）に変換され、画像処理部７０により各種の画像処理
が施され、画像処理後の内視鏡画像の画像信号が出力される。そして、制御部６８により
、画像処理後の内視鏡画像の画像信号に対応する内視鏡画像が表示装置１８上に表示され
、必要に応じて、内視鏡画像の画像信号が記憶部７２に記憶される。
【００４９】
　内視鏡診断装置１０において、病変部のサイズ測定は、以下のように行う
　前述のように、本発明において、病変部のサイズ測定は、規則的な繰り返しパターンの
光を照射する光照射プローブ６０を用いて行う。
　病変部のサイズ測定を行う場合には、医師等の操作者が光照射側の先端にして光照射プ
ローブ６０を鉗子孔３０ａに挿入し、鉗子チャンネル５０を挿通させて、図５（Ａ）に概
念的に示すように、光照射プローブ６０の先端部を内視鏡先端面４６から突出させる。さ
らに、光照射プローブ６０から被検体Ｈの被観察領域に、規則的な繰り返しパターンの光
Ｌ（以下、単にパターン光Ｌとも言う）を照射する。
　この間には、前述のように、被検体Ｈの内視鏡画像が撮像され、表示装置１８に表示さ
れている。
【００５０】
　この時点で、操作者がスイッチやモード切り換え等でサイズ測定の指示を出すと、サイ
ズ測定を行う指示を出された時点で内視鏡１４が撮像した内視鏡画像が、病変部のサイズ
測定を行うための測定用画像として、画像処理部７０から画像解析部８０に送られる。
【００５１】
　本例においては、パターン光Ｌは、一例として、一定幅の線状（帯状）の光を、長手方
向と直交する方向に一定間隔で配列してなる、ストライプ状（縞状）の光である。
　図６（Ａ）に概念的に示すように、被検体Ｈに腫瘍等の病変部ｔが無い場合には、被検
体Ｈの表面は、比較的、平坦である。従って、被検体Ｈ上におけるパターン光Ｌは、光照
射プローブ６０が照射したパターン光Ｌと殆ど同じストライプ状のパターンとなる。
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　一方、腫瘍等の病変部ｔは、隆起タイプでも平坦タイプでも、表面に凹凸を有する。そ
のため、被検体Ｈの被観察領域に腫瘍等の病変部ｔがある場合には、図６（Ｂ）に概念的
に示すように、測定用画像（内視鏡画像）では、被検体Ｈ上におけるパターン光Ｌは、病
変部ｔが無い領域は光照射プローブ６０が照射したパターン光Ｌと殆ど同様のパターンと
なるが、病変部ｔでは、病変部ｔの表面の凹凸に応じた乱れや歪み等が生じる。すなわち
、病変部ｔのパターン光Ｌは、光照射プローブ６０が照射したパターン光Ｌとは異なる。
　従って、測定用画像におけるパターン光Ｌが、光照射プローブ６０が照射するパターン
光Ｌとは異なる領域を検出することで、病変部ｔを検出できる。
【００５２】
　光照射プローブ６０が照射するパターン光Ｌの形状（絵柄）がストライプ状であること
、および、このストライプにおける線の幅および間隔は、既知である。すなわち、光照射
プローブ６０が照射するパターン光Ｌの繰り返しパターンの形状、および、繰り返しパタ
ーンにおける繰り返し単位の大きさは、既知である。
　従って、測定用画像を解析して、測定用画像におけるパターン光Ｌが、光照射プローブ
６０が照射するパターン光Ｌとは異なっている領域を検出し、パターン光Ｌが異なってい
る線の数を計数すれば、病変部ｔのサイズ（長さ）Ｓを検出できる。
【００５３】
　ここで、光照射プローブ６０が照射するパターン光Ｌが平行光である場合には、被検体
上におけるパターン光Ｌのストライプの線の幅および間隔は、光照射プローブ６０が照射
するパターン光Ｌの線の幅および間隔と同一である。
　従って、この場合には、画像解析部８０は、供給された測定用画像を画像解析して、測
定用画像において、光照射プローブ６０が照射するパターン光Ｌとはパターン光Ｌが異な
っている領域を検出し、さらに、パターン光Ｌが異なっている領域における線の数を計数
して、計数結果と、光照射プローブ６０が照射するパターン光Ｌの線幅および線の間隔と
から、病変部ｔのサイズＳを算出できる。
　あるいは、領域の検出を行わず、測定用画像において、光照射プローブ６０が照射する
パターン光Ｌとは異なっているパターン光Ｌの線の数を計数して、病変部ｔのサイズＳを
算出してもよい。
【００５４】
　以上のように、光照射プローブ６０が照射するパターン光Ｌが平行光である場合には、
距離検出部７８は処理を行う必要はない。あるいは、平行光のパターン光Ｌを照射する光
照射プローブ６０のみに対応する内視鏡診断装置の場合には、プロセッサ装置１６に距離
検出部７８を設ける必要はない。
【００５５】
　すなわち、光照射プローブ６０が照射するパターン光Ｌが平行光である場合には、簡易
な処理で病変部ｔのサイズＳを測定できる。その半面、測定可能な病変部ｔのサイズが、
光照射プローブ６０の大きさに応じて、制限される。
　これに対し、光照射プローブ６０が照射するパターン光Ｌを図５（Ａ）に示すような拡
散光とすることにより、様々なサイズの病変部ｔに対応して、サイズを測定できる。
【００５６】
　光照射プローブ６０が照射するパターン光Ｌが拡散光である場合には、以下のようにし
て、病変部ｔのサイズＳを測定する。
　パターン光Ｌが拡散光である場合にも、先と同様、操作者によるサイズ測定の指示に応
じて、その時点の内視鏡画像が、測定用画像として画像解析部８０に供給される。ここで
、パターン光Ｌが拡散光である場合には、測定用画像は、距離検出部７８にも送られる。
　また、これ以降は、内視鏡１４が撮像して画像処理部７０が処理した画像（動画）は、
連続的に距離検出部７８に供給される。
【００５７】
　なお、光照射プローブ６０が照射するパターン光Ｌが拡散光であるか平行光であるかは
、入力装置２０および表示装置１８を用いたＧＵＩ(graphical user interface)等によっ
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て、操作者が入力できるようにすればよい。
　但し、内視鏡診断装置１０が拡散光を照射する光照射プローブ６０のみに対応する場合
、あるいは、平行光を照射する光照射プローブ６０のみに対応する場合は、このような操
作は、不要である。
【００５８】
　操作者は、サイズ測定を指示した後、図５（Ｂ）に概念的に示すように、光照射プロー
ブ６０の先端が被検体Ｈに当接するまで、光照射プローブ６０を押し込む（延ばす）。
　サイズ測定の指示に応じて測定用画像を画像解析部８０および距離検出部７８に供給し
た後、表示装置１８への表示や音声出力等によって、操作者に、光照射プローブ６０を押
し込む操作を行うように促してもよい。
【００５９】
　図５（Ｂ）に示すように、光照射プローブ６０の先端が被検体Ｈに当接したら、その内
視鏡画像を、距離検出部７８が取り込む。
　光照射プローブ６０の先端が被検体Ｈに当接している状態であることの検出は、例えば
、操作者によるＧＵＩ等を用いた入力操作によって検出する方法等、公知の方法が利用可
能である。
　ここで、光照射プローブ６０の先端が被検体Ｈに当接している状態であることを検出す
る検出方法としては、好ましい方法として、以下の方法が例示される。
【００６０】
　図５（Ａ）に示されるように、光照射プローブ６０は、先端部からパターン光Ｌを照射
する。また、測定用画像を取得した後は、内視鏡１４が撮像して画像処理部７０が処理し
た内視鏡画像は、連続的に距離検出部７８に供給される。
【００６１】
　ここで、光照射プローブ６０から照射されるパターン光Ｌは、光照射プローブ６０が被
検体Ｈに近付くにしたがって、漸次、照射領域が小さくなる。その後、光照射プローブ６
０の先端部が被検体Ｈに当接すると、被検体Ｈによってパターン光Ｌが遮光されるため、
撮像素子５８が受光する光量は急激に低下する。
　すなわち、内視鏡１４が撮像する内視鏡画像の明るさは、光照射プローブ６０の先端部
が被検体Ｈに当接した時点で、急激に低下する。言い換えれば、内視鏡１４が撮像する内
視鏡画像の画像データは、光照射プローブ６０の先端部が被検体Ｈに当接した時点で、急
激に変動する。
　これを利用して、距離検出部７８は、測定用画像が供給された後、供給される内視鏡画
像の画像データを解析して明るさを検出し、内視鏡画像の明るさが急激に低下したら、光
照射プローブ６０の先端が被検体Ｈに当接した状態になったと判断して、その状態の内視
鏡画像を取り込む。
【００６２】
　次いで、距離検出部７８は、測定用画像における光照射プローブ６０の先端部の位置と
、光照射プローブ６０の先端が被検体Ｈに当接している状態の内視鏡画像（以下、距離検
出用画像とも言う）における光照射プローブ６０の先端部の位置とから、測定用画像を撮
像した際における、光照射プローブ６０の先端部と被検体Ｈ（被検体Ｈの被観察領域）と
の距離を検出する。
【００６３】
　周知のように、内視鏡１４に用いられる処置具は、可撓性は有するものの、ある程度の
剛性を有するので、鉗子孔３０ａから挿入され鉗子口７４から突出される鉗子等の処置具
の突出は、直線的で決まった方向になる。すなわち、図７（Ａ）に概念的に示す測定用画
像から、図７（Ｂ）に概念的に示す距離検出用画像のように、先端が被検体Ｈに当接する
まで光照射プローブ６０を押し込んだ場合における、光照射プローブ６０の進行方向は、
直線的で決まった方向になる。
　また、鉗子口７４から突出した処置具は、内視鏡画像に撮像される。ここで、鉗子口７
４からの処置具の突出量が多いほど、内視鏡画像に撮像される処置具は長くなる。従って
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、図７（Ａ）および図７（Ｂ）に示すように、測定用画像よりも距離検出用画像の方が、
撮像される光照射プローブ６０を長さは長くなる。
　加えて、鉗子口７４と撮像素子５８との位置関係は、固定である。
【００６４】
　従って、処置具を、どの程度の長さ鉗子口７４から突出させたら、内視鏡画像上で処置
具の先端部が何処に位置するかは、一義的に決まる。言い換えれば、鉗子口７４から突出
する処置具の長さは、内視鏡画像上に撮像されている先端部の位置から、一義的に検出す
ることができる。
　これを用いて、図７（Ａ）に示す測定用画像から、測定用画像を撮像した際における鉗
子口７４から突出する光照射プローブ６０の長さ検出し、さらに、図７（Ｂ）に示す距離
検出用画像から、光照射プローブ６０の先端部を被検体Ｈに当接した状態における、鉗子
口７４から突出する光照射プローブ６０の長さを検出して、減算することにより、測定用
画像の撮像時における光照射プローブ６０の先端部と被検体Ｈとの距離を検出できる。
　『当接状態（距離検出用画像）における突出長－測定用画像撮像時における突出長
　　　　　　　　　　＝測定用画像撮像時におけるプローブの先端部と被検体との距離』
　すなわち、この減算によって、測定用画像を撮像した際におけるパターン光Ｌの光路長
を検出できる。
【００６５】
　距離検出部７８において、鉗子口７４から突出する光照射プローブ６０の長さは、一例
として、内視鏡１４が撮像した内視鏡画像における光照射プローブ６０の先端部の位置と
、鉗子口７４から突出する光照射プローブ６０の長さとの関係を示すＬＵＴ（ルックアッ
プテーブル）や演算式等を作成しておき、これを用いて検出すればよい。
【００６６】
　なお、測定用画像を撮像した時点における、光照射プローブ６０（光照射プローブ６０
の先端部）と被検体Ｈとの距離の検出方法は、以上の方法に限定はされない。
　すなわち、本発明においては、測定用画像を撮像した際における光照射プローブ６０と
被検体Ｈとの距離の検出は、内視鏡診断装置において行われている、鉗子等の処置具と被
検体Ｈとの距離の公知の検出方法が、各種、利用可能である。
　また、光照射プローブ６０と被検体Ｈとの距離の入力手段を設けておき、測定用画像を
撮像した位置から、光照射プローブ６０が被検体Ｈに当接するまでの移動量を操作者が測
定して、入力手段に入力した移動量の情報から、距離検出部７８が測定用画像を撮像した
際における光照射プローブ６０と被検体Ｈとの距離を検出してもよい。
【００６７】
　距離検出部７８は、測定用画像を撮像した時点における光照射プローブ６０の先端と被
検体Ｈとの距離の検出結果を、画像解析部８０に供給する。
　画像解析部８０は、測定用画像と、距離検出部７８から供給された距離の検出結果を用
いて、病変部ｔのサイズＳを算出する。
【００６８】
　光照射プローブ６０が照射するストライプ状のパターン光Ｌにおける線の幅および間隔
は、既知である。また、光照射プローブ６０からのパターン光Ｌの広がり角も、既知であ
る。従って、測定用画像を撮像した時点における光照射プローブ６０と被検体Ｈとの距離
が分かれば、被検体Ｈ上におけるパターン光Ｌの線の幅および間隔、すなわち、パターン
光Ｌの繰り返しパターンにおける繰り返し単位の大きさを算出できる。
　画像解析部８０は、このようにして、被検体Ｈ上におけるパターン光Ｌの線の幅および
間隔を算出したら、先のパターン光Ｌが平行光である場合と同様、測定用画像を画像解析
して、測定用画像におけるパターン光Ｌが、光照射プローブ６０が照射するパターン光Ｌ
とは異なる領域を検出し、さらに、パターン光Ｌが異なる領域の線の数を計数して、計数
結果と算出した線幅および線の間隔とから、病変部ｔのサイズＳを算出する。
　あるいは、領域の検出を行わず、測定用画像のパターン光Ｌにおいて、光照射プローブ
６０が照射するパターン光Ｌとは形状が異なる線の数を計数して、病変部ｔのサイズＳを
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算出してもよい。
【００６９】
　図６（Ａ）および図６（Ｂ）には、図中横方向に線が配列するようにストライプ状のパ
ターン光Ｌを照射した状態を示している。
　しかしながら、本発明においては、線の配列方向については本質的ではなく、横方向で
も、縦方向でも、斜め方向でも構わない。例えば、線の配列が縦方向の場合は、光照射プ
ローブ６０を長手方向を軸として回転することで、被検体Ｈ上におけるパターン光Ｌの線
の配列方向を横方向や斜め方向に変更して、病変部ｔの所望の方向におけるサイズＳを測
定できる。
【００７０】
　本発明においては、ストライプ状のパターン光Ｌにおける線の配列方向の病変部ｔのサ
イズのみならず、各種の病変部ｔのサイズを測定可能である。
　例えば、測定用画像から、測定用画像でのサイズＳに対応する撮像素子５８の画素数は
、知見できる。また、この測定用画像でのサイズＳに対応する画素数と、測定結果として
得られたサイズＳの長さとから、測定用画像における画素数に対応する被検体Ｈ上での長
さも、知見できる。これを利用して、測定用画像において、例えば、パターン光Ｌの線の
長手方向で、パターン光Ｌが、プローブが照射したパターン光Ｌとは異なっている領域の
画素数を計数し、この画素数と、画素数に対応する被検体Ｈ上での長さとから、パターン
光Ｌの線の長手方向の病変部ｔのサイズを測定してもよい。
　また、病変部ｔの全域に渡って、測定用画像におけるパターン光Ｌの線の配列方向と長
手方向との画素数を計数して、計数した画素数と、画素数に対応する被検体Ｈ上での長さ
とを用いて、病変部ｔの面積を測定してもよい。
【００７１】
　画像解析部８０が測定した病変部ｔのサイズＳは、制御部６８に供給される。
　制御部６８は、病変部ｔのサイズＳの測定結果を、表示装置１８に表示し、また、例え
ば記憶部７２に記憶（記録）する。病変部ｔのサイズＳの測定結果は、例えばサイズ測定
が指示された時点の内視鏡画像など、対応する内視鏡画像と対応付けして記憶するのが好
ましい。
　また、病変部ｔのサイズＳが、予め設定された閾値を超えた場合には、表示装置１８へ
の表示や音声出力等によって、警告を発するようにしてもよい。
【００７２】
　以上の例は、光照射プローブ６０が、パターン光Ｌとしてストライプ状の光を照射して
るが、本発明において、パターン光Ｌは、規則的な繰り返しパターンを有するものであれ
ば、各種の形状（絵柄）が利用可能である。
　例えば、光照射プローブ６０が、パターン光Ｌとして、直交する２方向の線を配列して
なる格子状の光を照射するものであってもよい。これにより、２方向の線の配列方向に対
して、前述の例と同様の処理を行うことにより、直交する２方向で病変部ｔのサイズを測
定できる。
【００７３】
　以上、本発明の内視鏡診断装置，病変部のサイズ測定方法、プログラムおよび記録媒体
について詳細に説明したが、本発明は、上述の例に限定はされず、本発明の要旨を逸脱し
ない範囲において、各種の改良や変更を行なってもよいのは、もちろんである。
【産業上の利用可能性】
【００７４】
　内視鏡を用いた各種の診断に好適に利用可能である。
【符号の説明】
【００７５】
　１０　内視鏡診断装置
　１２　光源装置
　１４　内視鏡
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　１６　プロセッサ装置
　１８　表示装置
　２０　入力装置
　２２　光源制御部
　２６　分波器
　２８　挿入部
　３０　操作部
　３０ａ　鉗子孔
　３２Ａ、３２Ｂ　コネクタ部
　３４　軟性部
　３６　湾曲部
　３８　先端部
　４０　アングルノブ
　４２Ａ、４２Ｂ　照明窓
　４４　観察窓
　４６　先端面
　４８Ａ、４８Ｂ　光ファイバ
　５０　送気・送水チャンネル
　５２Ａ、５２Ｂ　レンズ
　５４Ａ、５４Ｂ　蛍光体
　５６　対物レンズユニット
　５８　撮像素子
　６０　光照射プローブ
　６２　スコープケーブル
　６４　Ａ／Ｄ変換器
　６８　制御部
　７０　画像処理部
　７２　記憶部
　７４　鉗子口
　７６　送気・送水口
　７８　距離検出部
　８０　画像解析部
　ＬＤ　レーザ光源
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